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１ 概要 

【計画策定の背景・目的】 

子ども・若者支援策を総合的に展開するため、平成 31 年度までを計画期間とする「豊島区子ど

もプラン（子ども・子育て支援事業計画を含む）」及び「豊島区子ども・若者計画」の改定を契機に、

２つの計画を統合し、「豊島区子ども・若者未来応援あり方検討会報告書」の観点を包含するととも

に、新たに「子どもの権利推進計画」を盛り込んで、子ども・若者に関する総合計画を策定しました。 

 

【計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】 

令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間 

 

【計画の対象】 

子ども・若者や妊娠期の方、子育て家庭を対象とします。計画の対象となる子ども・若者は原則と

して０歳から 30 歳までとし、一部の施策は概ね 39 歳までとします。 

 

Ⅰ 豊島区子ども・若者総合計画について 
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【計画の基本理念】 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

計画の基本理念を実現するために、現状と課題を踏まえて、以下の５つの考え方で施策を推進し

ていきます。 

 

・子ども・若者の今の「思い」を受け止め、子ども・若者を育成の対象と捉えるのではなく、社会の構

成員として認め合い、権利の主体としての意見や選択を尊重する取組を推進します。 

 

 

・子ども・若者が健やかに成長するために、家庭が孤立することなく、必要な協力を得ながら、保護

者と子どもが安心して地域で暮らせる環境が必要です。 

・保護者と子どもがお互いを大切に思いながら、それぞれが自分らしく暮らせるよう支援します。 

 

 

・子どもの権利は、子どもが皆等しく生まれながらに持っており、その年齢や発達に応じて保障される

ものです。 

・子どもは他者との関わりの中から、お互いの権利の尊重、責任などを学び、権利を実現していく力

を培っていきます。 

・子ども・若者の支援にあたっては、乳幼児期から学童期、思春期、青年期まで、発達段階ごとに

必要となる支援を継続的に行うことが求められます。 

・子ども・若者が自己肯定感を育み、自尊感情を醸成させ、自己として確立できるよう支援します。 

 

 

 

・子ども・若者は社会の関わりの中で成長します。 

・家庭、就学前児童の教育・保育施設、学校、放課後対策施設などの子どもに関わる施設、地

域、NPO などの地域団体、関係機関、行政が、それぞれの特性を活かしながら、連携・協働し、

子ども・若者の成長を応援します。 

 

 

 

・計画全体を進めることで、子どもの権利保障、子どもの貧困対策、子ども・若者支援を推進します。 

  

すべての子ども・若者の権利が保障され 

豊かな文化の中で自分らしく成長できるまちづくり 

（1）子ども・若者一人ひとりを権利の主体として尊重する。 

（2）安心して子育てできる環境を整備し、親子が共に成長できるように支援する。 

（3）子ども・若者の成長段階に応じて、切れ目なく支援する。 

（4）家庭、子どもに関わる施設、地域、関係機関、行政が連携・協働し、社会全体で 
    子ども・若者を支援する。 

（5）子ども・若者総合計画の全分野の目標に基づき、子どもの権利保障、子どもの貧困 
対策、子ども・若者支援に取り組み、基本理念を実現する。 
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２ 施策の体系 
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３ 実施状況の検証 

計画の推進にあたっては、PDCA サイクルに基づき、以下のように子ども・若者や子育て家庭の視

点に立った取組が行われているか検証を行い、豊島区が施策の推進や改善に繋げていきます。 

 

【計画全体について】 

庁内関係部署で組織する「子どもの施策調整会議」や、区民や地域団体等の幅広い関係者で

構成される「青少年問題協議会」において、子ども若者課が事業主管課に対して行う「実施状況調

査」に基づき、計画の「重点事業」の目標達成状況を中心に点検・評価を行います。 

その結果については、「青少年問題協議会」が本冊子（５ページ以降）に取りまとめ、区ホームペ

ージ等を通じて広く区民に公表していきます。       

 

【子どもの権利の観点からの施策の検証・推進について】 

「子どもの権利委員会」が検証を行います。 

 

【「第二期子ども・子育て支援事業計画」について】 

「子ども・子育て会議」が点検・評価を行います。 
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１ 全体の状況  

３ページに記載のとおり、計画では「目標」ごとに「取組の方向性」を記載しています。「取組の方向性」

にはそれぞれ「計画の進捗を測る指標」を設定しており、当該指標を向上させるための取組として「具体

的取組」を記載しています。 

「重点事業」と「計画事業」は、それぞれの「具体的取組」に関連する事業として計画に掲載された事

業であり、特に「重点事業」は予め事業ごとに事業目標や目標値を設定し、その達成状況を点検して

いくことを目的に設定されたものです。これらの事業を推進することで、「具体的取組」の目標達成や「取

組の方向性」の「計画の進捗を測る指標」の向上を図り、計画全体の目標達成を目指します。 

また、「新規事業」は、本計画策定後に開始した事業など、計画に掲載されていない子ども・若者や

子育て家庭に関係する事業であり、令和２年度は１事業が該当し、令和 3 年度は２事業が該当、

令和 4 年度も 1 事業が該当しました。令和 5 年度については、2 事業が追加されまた、令和 6 年度

は 4 事業が追加されました。 

主管課評価について、評価の指標は以下のとおりです。 

 

○主管課評価の説明              目標値(令和 6 年度に対する達成率) 

A…目標以上の取組ができた        （100％以上） 

B…ほぼ目標に資する取組ができた    （70％以上 100％未満） 

C…目標に資する取組が想定を下回った  (70％未満以下） 

D…未実施または終了            （0％） 

 

【事業区分別主管課評価の状況（全体）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 16 16  7 0 39 

計画事業 155 88 20 0 263 

新規事業 7 2 1 0  10 

全事業 
178 

(57.0%) 

106 

(34.0%) 

28 

(9.0%) 

0 

(0.0%) 

312 

(100%) 

※ 再掲事業を含む。 

※ 計画策定後、休止となった２事業（再掲事業含む）、終了となった 12 事業及び事業統合となった 1 事業を

除く（いずれも計画事業）。 

 

 

Ⅱ 令和６年度実施状況 
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全体としては、Ａ及びＢで全体の 91.0%を占めており、事業の多くが目標に資する取組ができた

という評価となっていますが、一方で全体の 9%の事業が C 及び D、すなわち、目標に資する取組が

不十分であった状況になっています。 

 

２ 体系別の状況  

７ページからは、計画に掲げた６つの「目標」ごとに、令和6年度における事業区分別の主管課評

価の状況をまとめました。 

 

「重点事業」の調査結果については、『「豊島区子ども・若者総合計画(令和 2 年～6 年度)」令

和 6 年度実施状況調査結果【重点事業】』として別紙 1 に記載しております。 

 

青少年問題協議会専門委員会では、所管課評価が C 及び D である事業を中心に点検・評価

を行いました。指摘した事業については、追加調査の実施により指摘内容の精査を行い、『「豊島区

子ども・若者総合計画(令和 2 年～6 年度)」令和 6 年度事業実施状況追加調査結果』として別

紙 2 に記載しております。 

 

すべての事業の調査結果は、『「豊島区子ども・若者総合計画(令和 2 年～6 年度)」令和 6 年

度実施状況調査結果【資料編】』として別紙 3 に記載しております。 
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【概要】 

目標Ⅰでは、「子どもの権利に関する条例」や子どもの権利に関する理解の促進、子どもの意見表

明や参加の促進、子どもの居場所や活動の充実に取り組んでいます。また、重大な権利侵害である

児童虐待やいじめについては、未然防止と権利侵害が起こったあとの支援に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅰ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 7 4 1 0 12 

計画事業 20 12 0 0 32 

新規事業 1 1 0 0 2 

全事業 
28 

(60.9%) 

17 

(37.0%) 

1 

(2.1%) 

0 

(0.0%) 

46 

(100%) 

※ 再掲事業を含む。 

目標Ⅰは重点事業・計画事業、令和 6 年度から追加された新規事業とあわせて 46 事業（終

了した 2 事業を除く）で構成されていますが、Ａ及びＢで 97.9%を占めていて、全体では令和 5

年度の状況（A 及び B で 97.8％）と同様に、事業の多くが目標に資する取組ができたという評価

となっています。 
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【概要】 

目標Ⅱでは、教育や福祉、保健、医療、更生保護などの関係機関が連携し、それぞれの専門性

を活かしながら、子どもやその家族が抱える悩み・困難に向き合うことで、個々の発達段階に応じた、 

切れ目のない継続的かつきめ細やかな支援を行っています。また、全

ての家庭が安心して子育てできるよう、子育て家庭への各種支援施

策を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅱ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 0 3 3 0 6 

計画事業 17 19 1 0 37 

新規事業 2 1 0 0 3 

全事業 
19 

(41.3%) 

23 

(50.0%) 

4 

(8.7%) 

0 

(0.0%) 

46 

(100%) 

※ 再掲事業を含む。 

目標Ⅱは重点事業・計画事業・令和 6 年度の新規事業あわせて 46 事業（終了した 1 事業を

除く）で構成されていますが、Ａ及びＢの評価で 91.3%になっています。事業のほぼすべてが目標に

資する取組ができたという評価となっていますが、令和 5 年度の状況（A 及び B が 100％）に比べ

ると目標に資する取組が下回った事業があります。 
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【概要】 

目標Ⅲでは、区民のニーズを的確に捉えながら幼児教育・保育の量的・質的充実を図るとともに、

幼稚園、保育園及び小学校の連携を促進しています。子どもに関わる施設においては、子どもの権

利保障の取組を推進し、子どもの主体性を尊重した環境を整備します。また、子ども・若者への支援

のみならず、子ども・若者支援に関わる方への支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅲ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 3 3 0 0 6 

計画事業 33 6 2 0 41 

新規事業 1 0 0 0 1 

全事業 
37 

(77.0%) 

9 

(18.8%) 

2 

(4.2%) 

0 

(0.0%) 

48 

(100%) 

※ 再掲事業を含む。 

目標Ⅲは重点事業・計画事業・令和５年度の新規事業 1 事業をあわせて 48 事業（終了した

4事業を除く）で構成されていますが、Ａ及びＢで 95.8%を占めており、事業の多くがほぼ目標に資

する取組ができたという評価となっています。令和 5 年度の状況（A 及び B が 96.0％）とほぼ同様

の数値となっています。 
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【概要】 

目標Ⅳでは、若者に対して、個々の状況に応じて支援を行うことで、日常生活での自立、経済的

自立、社会的自立を促進するとともに、若者が社会の一員として能動的に社会参加できるよう、若

者の居場所・活動の場の充実や社会参加の推進に取り組んでいます。また、支援が必要な若者につ

いて、40 歳以降も支援が途切れることがないよう、福祉部門と 

連携して継続的な支援に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅳ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 0 1 1 0 2 

計画事業 11 8 5 0 24 

全事業 
11 

(42.3%) 

9 

(34.6%) 

6 

(23.1%) 

0 

(0.0%) 

26 

(100%) 

※ 再掲事業を含む。 

目標Ⅳは重点事業・計画事業あわせて 26 事業（終了した 3 事業を除く）で構成されています

が、Ａ及びＢの割合は 76.9%であり、ほぼ目標に資する取組ができた事業は 8 割近くになっていま

すが令和 5 年度の状況（88.4％）と比べると C 評価に下がった事業が倍に増えたことにより、割合

としては昨年度より下がっている状況です。 
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【概要】 

目標Ⅴでは、虐待被害、いじめ被害、不登校・ひきこもり、生活困窮、ひとり親、障害、外国ルーツ、

多様な性自認・性的指向など、様々な背景を抱えた子ども・若者やその家族に対して、学校、地域、

関係機関と連携し、個々の状況に応じた支援を展開しています。また、子ども・若者の多岐に渡る悩

みや不安に対応するため、相談体制の充実を図るとともに、相談制度や支援に関する情報発信に取

り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅴ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 5 3 1 0 9 

計画事業 48 31 8 0 87 

新規事業 1 0 1 0 2 

全事業 
54 

(55.1%) 

34 

(34.7%) 

10 

(10.2%) 

0 

(0.0%) 

98 

(100%) 

※ 再掲事業を含む。 

※ 計画策定後、終了となった 3 事業（再掲含め 3 事業分）を除く。（計画事業） 

目標Ⅴは重点事業・計画事業・令和 6 年度の新規事業をあわせて 98 事業で構成されています。

Ａ及びＢで 89.8%ですが 5 年度の状況（A 及び B で 92.7%）よりやや下がっていますがほぼ 9

割の事業が目標に資する取組ができたという評価となっています。 
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【概要】 

目標Ⅵでは、地域での子ども・若者支援活動や子育て支援活動への支援、地域の様々な主体と

の連携・協働により、地域の力を活用しています。また、子育てのしやすい住宅や環境整備、犯罪や

事故、けが予防といった安全安心な環境整備に取り組むことで、子ども・若者や子育て世帯が安心し

て暮らせるまちづくりを進めるとともに、「国際アート・カルチャー都市構想」に基づき、子ども・若者が文

化芸術に触れながら成長できる環境を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅵ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 1 2 1 0 4 

計画事業 26 12 4 0 42 

新規事業 2 0 0 0 2 

全事業 
29 

(60.4%) 

14 

(29.2%) 

5 

(10.4%) 

0 

(0.0%) 

48 

(100%) 

※ 再掲事業を含む。 

※ 計画策定後、事業統合となった 1 事業、終了となった 2 事業を除く。（計画事業） 

目標Ⅵは重点事業・計画事業・令和 3 年度新規事業あわせて 48 事業で構成されていますが、

Ａ及びＢで 89.6%を占めており、事業のほぼ 9 割が目標に資する取組ができたという評価となってい

ます。令和 5 年度の状況（A 及び B が 98.0％）に比べて目標に資する取組が想定を下回った事

業が多くありました。 
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